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はじめに
　棚倉町では、高齢者のみなさんが、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮
らすことができるように、介護保険制度をはじめとして、さまざまなサービス
を行っています。
　高齢者やその家族のみなさんの日々の生活の暮らしを支える一冊としてご活
用ください。

　　 みなさんの総合相談窓口

「地域包括支援センター」
　地域包括支援センターは、高齢者がすこやかに暮らすためのあらゆる相談に
ワンストップで対応する地域の総合相談窓口です。

　地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士など
の専門家が中心になって、お互いに連携しながら高齢者の暮らしを支えていま
す。お気軽に、何でもご相談ください！

☎33－7811
　　　　　　　介護や健康について
　「介護保険を利用したい」「介護予防を実践したい」「今の健康を維持したい」
といった高齢者の介護や健康についての相談に対応し、要介護認定の申請代行
や、介護予防のためのケアプラン作成、受けられるサービスの紹介などを行い
ます。

　　　　　　　権利や財産について
　「近所の高齢者が虐待にあっている気がする」「悪質商法や振り込め詐欺の被
害にあった」「認知症などで財産管理に自信がない」といった高齢者の権利や
財産などをおびやかす相談に対応し、被害の防止や救済、制度の紹介などを行
います。

　　　　　　　地域での暮らしについて
　高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護にかか
わるケアマネジャーへの指導や支援をはじめとして、さまざまな関係機関や地
域住民のみなさんと協力できるネットワークづくりを進め、その中心的な役割
を担います。

たとえば…

たとえば…

たとえば…

医　療　機　関　名 住　　　　　所 電　　話

大 木 医 院 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字古町28-4 ３３－２４２４

ふじた循環器内科クリニック 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字北町22 ３３－２０１３

和 田 医 院 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字城跡3 ３３－２０１２

杉 山 胃 腸 科 外 科 皮 膚 科 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字広畑153-7 ３３－７５５１

あ ら ま ち ク リ ニ ッ ク 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字北町156-2 ３３－８０１８

おおひら整形外科クリニック 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字町裏53-8 ３３－９４６８

深 谷 ク リ ニ ッ ク 〒963-6123　棚倉町大字関口字上志宝73 ３３－３２２３

塙 厚 生 病 院 〒963-5405　塙町大字塙字大町1-5 ４３－１１４５

白 河 厚 生 総 合 病 院 〒961-0005　白河市豊地上弥次郎2-1 0248－22－2211

あ き や ま 歯 科 医 院 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字観音向1 ３３－８０４１

塩 田 博 文 歯 科 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字新町52-1 ３３－６４８３

棚 倉 中 央 歯 科 医 院 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字宮下199-3 ３３－７７７０

中 島 歯 科 ク リ ニ ッ ク 〒963-6103　棚倉町大字逆川字前山11-5 ３３－４１３５

は ら 歯 科 ク リ ニ ッ ク 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字水白田44-4 ２３－０８１８

※ケアマネジャー：�介護を必要とする方が、介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成や
サービス事業者との調整を行う専門職

所　　属　　名 住　　　　　所 電　　話

寿 恵 園 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘79 ３３－８６５４

し あ わ せ 指 定
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字中居野68-1 ３３－２６２３

Ｊ Ａ 東 西 し ら か わ
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 〒963-5663　棚倉町大字流字中豊88 ３３－２５２０

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
ほ た る の 里（ ほ た る の 里 ） 〒963-6123　棚倉町大字関口字豊郷103 ５７－６２７２

居 宅 介 護 支 援 事 業 所
な ご み 〒963-6131　棚倉町大字棚倉字南町195-1 ５７－６４５７

主な医療機関一覧

ケアマネジャーのいるところ
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前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が80万円以下

●�65歳以上の方の保険料は、棚倉町で必要な介
護サービス費用がまかなえるように算出された
「基準額」をもとに決められます。
　棚倉町の基準額は67,200円（年額）です。

●�この「基準額」を中心に、所得に応じた負担と
なるよう、９段階の保険料に分かれます。

※平成33年度以降、変更になることがあります。

あなたの保険料は？

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

住
民
税
を
納
め
て
い
る

老齢福祉年
金を受給し
ている

前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が80万円以下

前年の合計所得金額＋課税年金
収入額が120万円以下

は
い

は
い

は
い

はい
はい

いいえ はい

はい

いいえ

いいえ

い
い
え

い
い
え

い
い
え

い
い
え
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タ
ー
ト

120万円未満

120万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上

平成30年度から平成32年度の保険料

介護保険料について

同
じ
世
帯
に
住
民
税
を

納
め
て
い
る
人
が
い
る

前年の合計
所得金額は？

保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい申告をしましょう。
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●�65歳以上の方の保険料は、住んでいる市町村の介護
サービスが充実してきたかどうかが反映されるしくみに
なっています。

●�65歳以上の方の保険料は、それぞれの市町村で必要な介護サービスの総費用に応
じて３年ごとに決められます。
●�介護保険が順調に利用されている市町村では、介護サービスが受けやすい環境に
なっていくと同時に、全体の介護サービスの費用も増えるので保険料（基準額）も
上がる結果になります。
■�市町村ごとに決められた「基準額」をもとにみなさんの所得などに応じて段階的に
決められます。

65歳以上の保険料

保険料の
所得段階 平成30年～ 32年（第７期）対象者 年額保険料

第１段階
・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の人
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額
の合計が80万円以下の人

30,240円
基準額×0.45

第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が80万円を超え120万円以下の人

50,400円
基準額×0.75

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が120万円を超える人

50,400円
基準額×0.75

第４段階 世帯の誰かに住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得
金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の人

60,480円
基準額×0.9

第５段階 世帯の誰かに住民税課税者がいるが本人は住民税非課税で、前年の合計所得
金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える人

67,200円
基準額

第６段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 80,640円
基準額×1.2

第７段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 87,360円
基準額×1.3

第８段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 100,800円
基準額×1.5

第９段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 114,240円
基準額×1.7

老齢福祉年金とは…�明治44年４月１日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給でき
ない人に支給される年金です。

合計所得金額とは…�収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なります）を控除
した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて３年ごとに設定されます。

棚倉町で必要な
介護サービスの
総費用

65歳以上の
方の負担分
23％

棚倉町に住む
65歳以上の方
の人数

棚倉町の
保険料の
基準額

× ÷ ＝

保険料は
どうやって
決まるの？

介
護
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料
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て
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65歳以上の保険料

保険料の納め方は、年金の額によって

年金が年額18万円以上の方

年金から差し引かれます ➡

※�年金〈老齢（退職）年金、障害年金、遺族年金〉の定
期支払いの際、受給額から保険料があらかじめ差し引
かれます。

■保険料を年６回（仮徴収３回・本徴収３回）に分けて、年金から差し引かれます。
■年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。
　●新たに65歳（第１号被保険者）になった場合　●他の市区町村から転入した場合
　●年度途中で年金の受給が始まった場合　など

特別徴収

いつから納めるの？
保険料を納めるのは、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

　　　　　　８月１日が65歳の誕生日の方　➡　７月分から納めます

　　　　　　８月２日が65歳の誕生日の方　➡　８月分から納めます例

６月の住民税確定後に介護保険料の年
額を決定します。したがって、４月、
６月、８月は、確定保険料での徴収が
できませんので、暫定保険料での仮徴
収となります。通常は、前年度の２月
期と同額を徴収します。

仮徴収される月 本徴収される月

10月、12月、２月は、確定した年間
保険料額から仮徴収分を控除した額を
３期に分けて徴収します。

保険料の改定に伴い、10月からの保
険料が高額となる場合があります。

仮徴収 本徴収

4月 6月 8月 10月 12月 2月
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２種類　　　　に分かれます。

納付書で個別に納めます ➡

年金が年額18万円未満の方
※�町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日まで
に金融機関などを通じて保険料を納めます。

●保険料を納付期限に合わせて納めます。
●�町から納付書を送付しますので、取り扱い金融機関やコンビニエンスストアなどで納め
てください。

医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括して納付します。

健康保険の種類

各種健康保険に加入 国民健康保険に加入

保険料は給料に
応じて異なります。

保険料は所得等に
応じて異なります。

普通徴収

特別徴収
普通徴収

40歳から64歳までの保険料

◆口座振替をご利用ください！
　忙しい方、なかなか外出ができない方は、介護保険料の口座振替が便利です。

①介護保険料の納付書、通帳、印かん（通帳届出印）を用意します。
②�棚倉町役場税務課または、取り扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項
を記入し、申し込みます。
　（口座振替の開始は、申し込み日の翌月以降になります）

手続き

介
護
保
険
料
に

つ
い
て
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介護が必要になる前に（総合事業）
⑴�介護予防・日常生活支援総合事業とは
　介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」）は、高齢者の介護予防と自
立した日常生活の支援を目的とした事業で、介護予防・生活支援サービス事業と一般
介護予防事業の二つからなります。

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業
●訪問型サービス　●通所型サービス
●生活支援サービス

高齢者が日常的に介護予防に取り組
めるような教室など

対 象 者 対 象 者
・要支援１・２の認定を受けた方
・基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方

・65歳以上のすべての高齢者が対象

⑵�総合事業の利用までの流れ

＋ ＋
一般介護予防事業を利用（すべての高齢者が対象）

基本チェックリスト

生活機能低下が
確認された方

生活機能低下が
確認されない方

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施

介護予防・生活支援サービス事業を利用

一般高齢者
（65歳以上）

要支援１

要支援２

総　合　事　業

このページのお問い合わせは
健康福祉課　高齢者係　☎33－7801　　　地域包括支援センター　☎33－7811
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　　　　①要支援１・２の認定を受けた方
　　　　②基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者となった方

■訪問型サービス（自宅で受けられるサービス）
　ホームヘルパー等がご自宅を訪問し、介護予防を目的に掃除・
洗濯などの日常生活に必要なサービスを行います。
※�これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとして提供されて
いた介護予防訪問介護と同様のサービスを受けることができます。

■通所型サービス（出かけて受けられるサービス）
　通所介護施設で生活機能の維持向上のための体操や交流
などのサービスが日帰りで受けられます。
　※１　�これまで介護サービス事業者から介護予防サービスとし

て提供されていた介護予防通所介護と同様のサービスを
受けることができます。

テ　ー　マ 教　室　名 内　　容 場　　所

認知症予防・生き
がいづくり いきいきくらぶ

週に１回外出の機会を増やし、認知
症・うつ予防のプログラムを行い、脳
の活性化を図ります。

保健福祉センター

テ　ー　マ 教　室　名 内　　容 場　　所

認知症予防
うつ予防 音楽療法教室 音楽を通じて脳の活性化をはかり、心身

の健康維持に努めます。 保健福祉センター

体力向上 シニア体力づくり教室
（初級・中級コース）

ストレッチや筋力アップのための運動を
行い、体力づくりを行います。 保健福祉センター

体力づくり
閉じこもり予防

水中運動教室
（初級・中級コース）

水中ウォーキングや水中での体操を行い
ます。

ルネサンス棚倉
室内プール

運動機能向上
転倒予防

筋力向上
トレーニング教室

専用のマシーンを用いた運動や軽体操を
行い、筋力、柔軟性を高めていきます。 保健福祉センター

地域の交流を
通じた介護予防

住民運営の
「通いの場」支援事業

地域の集会所等で、地域の皆さんが集ま
り町で作成した「たなちゃん体操」を行
います。

各行政区集会施設等

　高齢者のみなさんが元気でいきいきと生活し、要介護状態になら
ないようにするための教室（介護予防教室）などを実施します。

　　　　65歳以上のすべての方

介護予防・生活支援サービス事業

一般介護予防事業

対 象 者

対 象 者

介
護
が
必
要
に

な
る
前
に
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介護が必要になったら
⑴介護（介護予防）サービスの利用のしかた
●申請から利用までの流れ
　介護(介護予防)サービスを利用するためには、「介護や支援が必要
である」と認定される必要があります。町の介護保険担当窓口に申
請して認定を受けてください。

申　　　請
　サービスの利用を希望される方は、町の介護保険担当窓口に「要介護認定」
の申請をしましょう。
○必要なもの…65歳以上の方は「介護保険被保険者証(介護保険証)
　　　　　　　40歳～ 64歳の方は「健康保険被保険者証(健康保険証)」

認定調査及び
意見書の作成

　調査員が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族等から聞き取り
調査を行います。
　同時に、町から本人の主治医へ心身の状況についての意見書を作成しても
らうよう依頼します。

要介護認定
(審査・判定)

　認定調査の結果と主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」において審
査され、どのくらいの介護を必要とするのか要介護状態区分が判定されます。

認定結果の通知 　原則として申請から概ね30日で、要介護認定結果通知書と結果が記載され
た介護保険被保険者証が届きます。

ケアプランの作成
　居宅介護支援事業所のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談
して、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計
画(ケアプラン)を作成します。

サービスの利用 　ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
　サービスの利用者負担は原則として費用の１割～３割です。

更　　　新
　要介護認定の有効期間は、原則６か月～ 12か月です。
(本人の状態により、３か月～ 36か月になることもあります)
　引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新または変更
の申請をしてください。

介護を必要とする手間
（要介護状態区分）に
より認定されます。

非
該
当

要
支
援
１

要
支
援
２

要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５
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⑵利用者負担の支払い
　介護サービスを利用したときには費用の１割～３割を負担します。

●介護保険で利用できる額には上限があります。
　介護(介護予防)サービスでは、要介護状態区分に応じて、上限額（支給限度額）が
決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は１割または
２割です。
　ただし、上限（支給限度額）を超えてサービスを利用した
場合は、超えた分は全額自己負担になります。
　※�平成30年８月より利用者負担２割の方のうち、特に所得
の高い方の利用者負担が３割になります。

１か月の在宅サービスの上限額（支給限度額）　例※利用者負担が１割の場合

要介護状態区分 支給限度額

要 支 援 １ ５０，０３０円

要 支 援 ２ １０４，７３０円

要 介 護 １ １６６，９２０円

要 介 護 ２ １９６，１６０円

要 介 護 ３ ２６９，３１０円

要 介 護 ４ ３０８，０６０円

要 介 護 ５ ３６０，６５０円

●利用者の費用負担を軽減する制度
☆高額介護（介護予防）サービス費の支給
　同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算
（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算）して、
利用者負担の上限額を超えたときは、申請により超えた分が
「高額介護サービス費」として後から支給されます。

☆高額医療・高額介護合算制度
　介護保険と医療保険の両方の利用者負担額（介護保険、医療保険それぞれの限度額
を適用後の負担額）を年間（８月～翌年７月）で合算し高額になったときは、基準額
を超えた分が支給されます。

保　険　給　付
（９割）

利用者負担
（１割）

自己負担
（全額）

介護サービスにかかった費用

支給限度額の範囲内 限度額を
超えた分

※施設を利用した際の食費や居住費も自己負担

介
護
が
必
要
に

な
っ
た
ら
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【サービス内容】
　ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、身体介護や生活援助を受けます。

【利用料金】

身体介護中心
20分～ 30分未満 ２４５円

30分以上１時間未満 ３８８円

生活援助中心
20分～ 45分未満 １８３円

45分以上 ２２５円

※早朝・夜間・深夜などの加算があります。

通院等乗降介助（１回） ９７円

訪問介護（ホームヘルプサービス）

介護保険サービス（在宅）
訪問サービスを利用する

〈身体介護〉
●食事、入浴、排せつのお世話
●衣類やシーツの交換など

〈生活援助〉
●住居の掃除、洗濯、買い物
●食事の準備、調理など

以下のサービスは、介護保険の対象外です
本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、サービス
の対象外です。
●本人以外の家族のための家事　●ペットの世話　●草むしり・花の手入れ
●来客の応対　●模様替え　●窓ふき・換気扇や神棚の掃除など

！

※自己負担は１～３割です。本冊子は自己負担１割をめやすとして掲載しています。
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【サービス内容】
　医師の指示に基づき、看護師などが
自宅を訪問し、療養上の世話や必要な
診療補助のサービスを行います。

【利用料金】
時　間 自己負担

（１割）
訪問看護
ステーション
か ら の
サービス

30分未満 ４６３円

30分以上
１時間未満 ８１４円

病院・診療所
か ら の
サービス

30分未満 ３９２円

30分以上
１時間未満 ５６７円

訪問看護

【サービス内容】
　介護専用の浴槽を自宅に運び入浴
サービスを行います。

【利用料金】
要介護度 回数 自己負担（１割）

要支援１・２ １回 ８３４円

要介護１～５ １回 １, ２３４円

訪問入浴介護

【サービス内容】
　医師の指示に
基づき、理学療
法士などが自宅
を訪問し、リハ
ビリを行いま
す。

【利用料金】
サービス内容 回数 自己負担

（１割）

訪問リハビリテーション １回 ３０２円

訪問リハビリテーション

訪問サービスを利用する

※自己負担は１～３割です。本冊子は自己負担１割をめやすとして掲載しています。

介
護
サ
ー
ビ
ス
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【サービス内容】
　老人保健施設等で食事、入浴などの
サービスに加え、リハビリテーション
も利用できる日帰りのサービスです。

【利用料金】
６～８時間利用の場合

要介護度 回数等 費用のめやす

要支援１ 月単位
の定額

１, ８１２円

要支援２ ３, ７１５円

要介護１ １回 ６５６円

要介護２ １回 ７７５円

要介護３ １回 ８９８円

要介護４ １回 １, ０２１円

要介護５ １回 １, １４４円

通所リハビリ（デイケア）
【サービス内容】
　通所介護事業所で食事、入浴などの
サービスを通して支援していく日帰り
のサービスです。

【利用料金】
６～８時間利用の場合

要介護度 回数等 費用のめやす

要支援１ 月単位
の定額

１, ６００円

要支援２ ３, ３００円

要介護１ １回 ６４６円

要介護２ １回 ７７５円

要介護３ １回 ８９８円

要介護４ １回 １, ０２１円

要介護５ １回 １, １４４円

通所介護（デイサービス）

※上記の費用の外に食事代等は全額自己負担（実費）がかかります。

介護保険サービス（在宅）
通所サービスを利用する

※自己負担は１～３割です。本冊子は自己負担１割をめやすとして掲載しています。
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【サービス内容】
　老人保健施設などに短期間入所して
日常生活上の支援やリハビリテーショ
ンを利用するとともに、介護者の負担
軽減を図ります。

【利用料金】

要介護度 費用のめやす（１日）

要支援１ ６０８円

要支援２ ７６２円

要介護１ ８２３円

要介護２ ８７１円

要介護３ ９３２円

要介護４ ９８３円

要介護５ １, ０３６円

短期入所療養介護医療型
（ショートステイ）

【サービス内容】
　老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）などに短期間入所して、日常生活
上の支援とともに、介護者の負担軽減
を図ります。

【利用料金】

要介護度 費用のめやす（１日）

要支援１ ４３８円

要支援２ ５３９円

要介護１ ５９９円

要介護２ ６６６円

要介護３ ７３４円

要介護４ ８０１円

要介護５ ８６６円

短期入所生活介護
（ショートステイ）

※�費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。
※食費、日常生活費、滞在費は別途負担となります。
※詳しくは、各施設にお問い合わせください。

短期入所サービスを利用する

※自己負担は１～３割です。本冊子は自己負担１割をめやすとして掲載しています。

介
護
サ
ー
ビ
ス
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認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

【サービス内容】
　認知症の高齢者が少人数で共同生活
をしながら、家庭的な雰囲気の中で介
護などを受けます。

【利用料金】
要介護度 費用のめやす（１割／１日）

要支援１ （利用できません）

要支援２ ７５５円

要介護１ ７５９円

要介護２ ７９５円

要介護３ ８１８円

要介護４ ８３５円

要介護５ ８５２円

【サービス内容】
　「通所サービス」を中心に「訪問」
や「泊まり」を組み合わせ、本人の心
身の状況や希望に応じ、入浴、排せ
つ、食事等の介護や機能訓練などを行
います。

【利用料金】
要介護度 自己負担（１割／月額）

要支援１ ３, ４０３円

要支援２ ６, ８７７円

要介護１ １０, ３２０円

要介護２ １５, １６７円

要介護３ ２２, ０６２円

要介護４ ２４, ３５０円

要介護５ ２６, ８４９円

小規模多機能型
居宅介護

介護保険サービス（在宅）
地域密着型サービスを利用する

※詳しくは、各施設にお問い合わせ下さい。
※食費、日常生活費、宿泊費は別途負担となります。

※自己負担は１～３割です。本冊子は自己負担１割をめやすとして掲載しています。
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【サービス内容】
　福祉用具の貸与を受け、日常生活の自立支援と
介護者の負担軽減を図ります。

【費用のめやす】
　実際に貸与した費用の１割～ 3割を負担しま
す。
※�要支援１・２　要介護１の方には、車いす、特
殊寝台、床ずれ防止用具、移動式リフトなどは
原則として保険給付の対象となりません。

【サービス内容】
　入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入す
る場合に年間10万円までを限度額（自己負担１
割～３割）として費用を支給します。

※�指定を受けた福祉用具販売業者からの購入が前
提です。

【サービス内容】
　手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を
した際に20万円までを限度額（自己負担１割～
３割）として費用を支給します。

※�事前の申請（施工前の写真、見積り等）と許可
が必要です。

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修費支給

在宅での暮らしを支えるサービスを利用する

介
護
サ
ー
ビ
ス
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介護老人保健施設

【サービス内容】
　リハビリテーションや介護、日常生
活上の支援とともに、在宅復帰、自立
を目指したサービスを受けることがで
きます。

ユニット型個室の場合（30日の場合）

要介護度 費用のめやす

要支援１・２ （利用できません）

要介護１ 76,000円～ 140,000円

要介護２ 78,000円～ 145,000円

要介護３ 81,000円～ 148,000円

要介護４ 83,000円～ 150,000円

要介護５ 86,000円～ 153,000円

【サービス内容】
　常時介護が必要で居宅での生活が困
難な方が入所して、日常生活上の支援
や介護を受けることができます。
※�新規に入所できるのは、原則として要介護３
以上の方です。

従来型個室利用の場合（30日の場合）

要介護度 費用のめやす

要支援１・２ （利用できません）

要介護１ 38,200円～  95,500円

要介護２ 40,300円～  97,000円

要介護３ 43,000円～  99,800円

要介護４ 44,000円～ 101,000円

要介護５ 46,700円～ 104,000円

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

※�居住費、食事代が含まれた費用のめやすです。居住費、食事代は利用者の所得により、負担限
度額があるため費用に幅があります。
※詳しくは、各施設にお問い合わせください。

介護保険サービス（施設）
施設入所サービスを利用する

※自己負担は１～３割です。本冊子は自己負担１割をめやすとして掲載しています。
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お問い合わせは　　　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

高齢者福祉サービス一覧表

　棚倉町では、高齢者の皆さんに住み慣れた地域や家族で安心して暮ら
していただくために、下記のサービス事業を行っています。
　ぜひ、ご利用ください。

番号 事業名 60歳以上 ひとり暮らし
高齢者

高齢者※1
夫婦世帯

ねたきり
高齢者

認知症
高齢者

要介護等
認定者

１ 緊急通報装置給付・火災報知器
貸与事業 ●�※３

２ 緊急連絡カードの作成　※４ ●

３ 高齢者見守標識
（ＱＲコードシール）利用事業 ●

４ 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 ● ● ●

５ 配食サービス事業 ●�※３ ●

６ 軽度生活援助事業 ●�※３ ●

７ 家族介護用品支給事業
（オムツ券等支給） ● 要介護２～５

（所得制限あり）

８ 高齢者にやさしい住まいづくり
助成事業（住宅改修等） ●�※２

９ 車いす同乗軽自動車貸出サービス ●

10 日常生活用具給付等事業 ●

※１　高齢者夫婦世帯とは、夫婦ともに65歳以上の世帯。
※２　要介護認定の非該当者も対象。（所得制限あり）。
※３　�65歳未満でも、ひとり暮らしで障害・病気等で健康状態に不安を抱える人も対象。
※４　社会福祉協議会の事業となります。 高

齢
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス
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【サービス内容】
　急病や災害時に緊急ボタンを押すことにより、サービスセンターに通報され、消防
署や協力員に状況報告、救援活動を行います。また24時間体制で看護師や相談員が
待機し、いつでも健康相談や心配ごと相談ができます。
【対象者】
　おおむね65歳以上の１人暮らし高齢者または１人暮らしの身体障
がい者の方。
【貸与機器】
　緊急通報装置本体、無線ペンダント、火災報知器を一式としてお貸しします。

（注意１）�緊急通報システムは固定電話回線を利用するため、固定電話回線への加入
が必要です。

（注意２）貸与された機器を破損、紛失した場合は、弁償していただくこともあります。
　　�※　�社会福祉協議会では、一人暮らし高齢者等の見守りを図るために緊急通報

装置を設置している方に対し、火災報知器を無償で設置いたします。
【緊急通報協力員】
　お申し込み時には、近隣の方で駆けつけて協力してくださる
方２名以上（少なくとも１名は親族）の登録が必要となります。
【費用負担】
　非課税世帯は無料。
（課税世帯は月3,000円程度の自己負担があります。）

①緊急通報装置給付・火災報知器貸与事業

このページのお問い合わせは
健康福祉課　高齢者係　☎33－7801　　　社会福祉協議会　☎33－2623

高齢者福祉サービス
安心できる在宅生活の
環境を整えます
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【内容・目的】
　事前に血液型や平常血圧、かかりつけの病院を知っていることで、緊急時に的確で
迅速な処置・対応が期待できます。また、家族等の近親者や近所の協力者への連絡も
円滑にできます。

【対象者】
　おおむね65歳以上の一人暮らしの方。
（65歳以上のいる二人暮らしの方はご相談ください。）

【使い方】
・緊急連絡カードは専用筒に入れ冷蔵庫内に置きましょう。
・携帯版・緊急カードは、外出時にバッグの中などに入れて持ち歩きましょう。

【費用負担】
　無料

②緊急連絡カード／携帯版・緊急カードの作成

このページのお問い合わせは
社会福祉協議会　☎33－2623　　　地域包括支援センター　☎33－7811

高
齢
者
福
祉
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　認知症などで徘徊するおそれのある高齢者の情報を事前に登録した「ＱＲコード
シール」を作成し、高齢者の衣服や持ち物に貼り付けて、徘徊した際の発見・保護を
迅速に行います。
【対象者】　 在宅の認知症高齢者（おおむね65歳以上）
【方　法】 ⑴高齢者見守り標識交付申請書により申請をお願いします。
　　　　� ⑵緊急連絡先２名を登録していただきます。
【利用料】 無　料
【その他】 消防署及び警察署に登録された情報を提供する場合があります。
■登録する情報
・�利用者の氏名、
　性別、生年月日、
　住所、電話番号等
・緊急連絡先
■個人情報の管理は？
　ＱＲコード読み取り時には、緊急セ
ンター（町委託業者）の電話番号と、
利用者の登録番号が表示されるだけな
ので、個人情報保護の面でも安心です。

■家族・町関係機関等への連絡の流れ
①�徘徊中の
高齢者を
発見

④�緊急センター（町委託業者）
へ電話。登録番号を伝える。

　�緊急センターから健康福祉
課高齢者係、地域包括支援
センター及び緊急連絡先へ
連絡。

⑤�健康福祉課高齢者係、
地域包括支援センター、
家族等の駆けつけ
　本人確認・支援・保護

②ＱＲコードシールを読み取り ③以下の情報が表示される
　・�緊急センター（町委託
業者）の連絡先(24時
間受付)

　・�利用者の
登録番号

■どのように身に着けますか
　ＱＲコードシール
は、衣服に貼りつける
アイロンプリントシー
ルと、持ち物に貼りつ
けるシールの２種類が
発行されます。
≪貼り付け箇所の例≫
・つえ　　・かばん　　・ベルト　・衣類
・帽子　　・財布　等

③高齢者見守り標識（QRコードシール）利用事業

このページのお問い合わせは　　　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

高齢者福祉サービス
安心できる在宅生活の
環境を整えます
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このページのお問い合わせは　　　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

【サービス内容】
　寝具類の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒を行います。

【対象者】
　おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯、
身体障がい者であって、寝具類の衛生管理が困難な方。

【実施時期】
　年２回実施します。

【費用負担】
　経費の３割負担。（一人３点まで。ただし、内容によっては２点まで）

④寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

【サービス内容】
　調理が困難な方へバランスのとれた弁当（昼食のみ）を配達し、
あわせて安否の確認、健康状態の把握などを行います。

【対象者】
　おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、身体障がい者等であっ
て、心身の障がい等により食事の調理が困難な方（自立支援の観点から利用が適切な
方）。

【利用できる日】
　月曜から土曜日（祝祭日・お盆・年末年始を除く）までの希望する日。

【費用負担】
　一食あたり　400円

⑤配食サービス事業

高
齢
者
福
祉
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このページのお問い合わせは　　　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

⑦家族介護用品支給事業（オムツ券等支給）
【サービス内容】
　在宅で要介護高齢者を介護している家族に対し、介護用品と引き
換えられるクーポン券を支給し家族の経済的負担を軽減します。
【対象者】　�要介護２から５の認定を受けた65歳以上の高齢者を在

宅で介護している家族の方。（町民税課税額が12万円
未満の方）

� � 　●要介護２・３……………………� 2,000円
� � 　●要介護４・５（課税世帯）……� 3,000円
� � 　●要介護４・５（非課税世帯）…� 5,000円

〔注意〕毎月１日時点で、入院及び施設入所している方は、対象になりません。

【サービス内容】
　在宅で生活する高齢者等に対して、援助員（ヘルパー等）を派遣して日常生活上の
軽易な生活援助、住環境の整備を行い、要介護状態にならないように予防します。
【対象者】
　おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯、身体障がい者等で
あって、日常生活の援助を必要としている方。
※�ただし、要支援、要介護に認定された方は、介護保険サービスで生活援助が行われます。
【援助内容】
　◎外出・散歩時の援助（生活援助）�� ◎食事・食材の確保（生活援助）
　◎洗濯・日干し・クリーニングの洗濯物搬出入（生活援助）
　◎家屋内の整理・整頓（生活援助）�� ◎家周りの除草・草刈り・除雪等
　◎軽微な修繕　　　　　　　　　　� ◎庭・生垣・庭木剪定等の手入れ
【利用時間】
　１ヶ月、４時間が上限になります。
【費用負担】
　サービスに要した経費の３割負担

⑥軽度生活援助事業

高齢者福祉サービス
在宅で自立した生活への
支援を行います
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このページのお問い合わせは　　　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

【サービス内容】
　要介護状態にならないよう、住宅改修を実施する方に対して改修資金を助成します。
※事前の申請（施行前の写真、見積り等）と許可が必要です。
【対象者】
　60歳以上の高齢者（介護保険の認定者を除く）であって、その生計中心者の所得
限度額が児童手当法の所得制限限度額以下である方。
【助成の対象となる改修】
　①手すりの取り付け　②段差の解消
　③すべり防止及び移動円滑のための床材の変更　④引き戸等へのとびらの取替え
　⑤洋式便器等への取替え
【助成金】　工事費の90％を助成（限度額18万円）

⑧高齢者にやさしい住まいづくり助成事業（住宅改修事業）

⑨車いす同乗軽自動車貸出サービス
【サービス内容】
　寝たきり等で自ら移動することが困難な方に対し、車いす同乗軽自
動車を貸し出し、外出を支援します。運転者は原則として家族（親族
及び知人）となります。
　※原則として町内、月２回（通院・外出時）
【対　象】　寝たきり又は重度の障がいにより自ら移動することが困難な方
【費用負担】　無料

⑩日常生活用具給付等事業
【サービス内容】　�電磁調理器、自動消火器などの給付及び電話（加入権）の貸与を

行います。
【対象者】　住民税が非課税である概ね65歳以上の高齢者のみ世帯

サービス内容 費用負担 サービス内容 費用負担
電磁調理器
自動消火器 経費の１割 高齢者用電話

（加入権）
通話料

（基本料金除く）

高
齢
者
福
祉

サ
ー
ビ
ス



24

おもいやり駐車場利用制度について
【サービス内容】
　歩行が困難な障がい者、要支援高齢者の方がスーパー、病
院、公共施設などで、歩行が困難な障がい者、要支援高齢者
の方々の駐車スペースを確保するための制度です。
【対象者】 ・介護保険の認定が要支援１以上の方
� � ・�身体障害者手帳をお持ちの方（※障害の種類や等級により一部対象外

になる場合があります）
� � ・精神障害者保健福祉手帳「１級」の方
� � ・療育手帳「Ａ」の方
� � ・�難病患者の方（指定難病医療費受給者証・特定医療費受給者証・特定

疾患医療受給者証をお持ちの方）
� � ・けが人（医師の診断書、身分証明書が必要です）など
　【内　容】　「おもいやり駐車場」の利用証を交付します（※１）
　　　　　　※�利用できるのは「おもいやり駐車場」のステッカー表示（※２）が

ある協力施設の駐車場に限ります。

（※１）利用証 （※２）ステッカー

このページのお問い合わせは　　　健康福祉課　高齢者係　☎33－7801

高齢者福祉サービス

おもいやり
駐車場

ステッカー

おもいやり
駐車場
利用証

住みなれた自宅で、自立した
生活ができるよう支援します
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このページのお問い合わせは　　　社会福祉協議会　☎33－2623

■生活福祉資金貸付制度とは
　棚倉町に居住する低所得者が、この資金を利用することによって生活の向上を図ろ
うとする場合に貸付をし、経済的自立と生活意欲の助長をはかるための制度です。
■貸付条件
　１．貸付の限度及び貸付期間�� 50,000円以内　10ヶ月以内
　２．貸付利子� � � � 無利子
　３．償還方法� � � � 月割りによる均等償還及び一時償還
　４．保証人
　　（イ）�この資金の貸付を受けようとするものは、保証人１人以上たてなければな

らない。
　　（ロ）�保証人は、借受人が債務を履行することができないと認められた場合は、

連帯してその債務を負担しなければならない。
　　（ハ）�保証人は原則として棚倉町に住居を有する成年者であって独立の生計を営

み、その世帯の更正に熱意を有し、かつ身元確実なるものでなければなら
ない。

　※その他にも福島県社会福祉協議会の貸付と高額医療費の貸付制度があります。

棚倉町社会福祉協議会生活福祉資金

社
会
福
祉
協
議
会

サ
ー
ビ
ス

経済的自立を支援します
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心配ごと相談窓口

社会福祉協議会サービス
相談を受け適切な助言、
指導を行います

■弁護士による心配ごと相談
　【受付方法】　電話による受付予約は前日９時～午後５時
　　　　　　　　　　　　　　　　　当日９時～ 12時まで
　　　　　　　来所による受付は当日午前９時～午後３時までとします。
　【相談日時】　毎月第３木曜日　10時30分から最終受付者が終わるまで
　【場　　所】　棚倉町保健福祉センター　相談室
　【対 象 者】　どなたでも相談できます。
　【利用料金】　無　料

■民生委員による心配ごと相談
　【受付方法】　開催時間内に来所にて受付します。
　【相談日時】　毎月第２月曜日　９時～ 12時（祝日の場合は翌日）
　【場　　所】　棚倉町保健福祉センター　相談室
　【対 象 者】　どなたでも相談できます。
　【利用料金】　無　料

事　業　内　容 対　象　者 実施内容

重度心身障がい児（者）
福祉タクシー料金等助成

タクシー料金
助成

・�身障手帳１、２級の方
・�　〃　３級の内部障がいの方
・療育手帳Ａの方
・�　〃　Ｂ＋身障手帳所持者
・�精神保健福祉手帳１級の方等

タクシー利用１回
につき初乗り料金
を助成
最大45回／年

自動車燃料費
・�身障手帳１、２級の方のうち
肢体不自由、移動機能障がい
又は聴覚障がいで、自己所有
の車を自ら運転する方

自動車燃料費…最
大15,000円／年

福 祉 用 具 無 料 貸 出 身体に障がいがあり歩行困難な方　等 原則３ヶ月以内
車椅子

このページのお問い合わせは　　　社会福祉協議会　☎33－2623

地域福祉サービス事業
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あんしんサポート（日常生活自立支援事業）

成年後見制度
【サービス内容】
　判断能力が十分でない方に対し、成年後見人等が、財産の管理や重要な契約等を支
援するための制度です。
【対象者】　認知症、知的障がい、精神障がい者など判断能力が十分でない方。
【受付方法】
　申し込みは家庭裁判所で行いますが、まずは社会福祉協議会、
地域包括支援センターにご相談ください。
【利用料金】
　申立手数料、登記手数料等5,000円程度に加えて、医師による鑑定が必要な場合は
鑑定料（10万円以下）がかかります。

【対象者】
　認知症高齢者、知的・精神障がい者など判断能力が十分でない方
　※認知症の診断の有無、障害手帳の有無は問いません。
　※施設や病院に入所、入院している方でも利用できます。
【サービス内容】

【サービスの流れ】
　相談受付　➡　訪問、関係者との調整　➡　支援計画の作成　➡　契約　➡
　サービス開始　➡　定期的な支援計画の見直し
【利用料金】
　●相談から契約までは無料です。
　●�契約後、サービスが開始してからは１回１時間あたり
1,200円の利用料がかかります。この他、生活支援員の
交通費がかかります。

　●生活保護を受けている方は無料です。

福祉サービスの
利用援助

日常的金銭管理
サービス

書類等の預かり
サービス

このページのお問い合わせは
社会福祉協議会　☎33－2623　　　地域包括支援センター　☎33－7811

暮らしの安心をお手伝いします

社
会
福
祉
協
議
会
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ボランティアセンターについて知りたい
「ボランティア活動をしてみたい！」「活動する上で困っていることがある…」

「こんなことをお願いできるボランティアさんいないかしら…」

ボランティアセンターはそんなみなさんのための相談窓口です。

ボランティアセンターではこんなことをしています！
相談・紹介　�活動先やボランティアさんの紹介、ボランティアに関する相談
情報収集・提供　�ボランティアに関する情報を集め、みなさんにお伝えします。
入門講座の開催　�入門講座やセミナーを開催しボランティア活動へのきっかけ作りをお

手伝い。

広 報 活 動　�ボランティアの啓発活動やみなさんの活動を広くＰＲします！
ボランティア活動保険の加入手続き　�活動中の事故やけがなどを補償する保険です。

どんなボランティアがあるの？
社会福祉協議会や町事業のお手伝い
●いきいきくらぶ　●障がい者フェスティバル

子どもに対する活動
●登下校時の見守り　●絵本の読み聞かせ
●昔遊び指導

障がいのある人への支援
●障がい者スポーツでの交流　●手話
●点字

地域のための活動
●環境美化　●リサイクル
●災害時支援　●防犯、防災活動

その他
●趣味や特技を通した交流
●募金、寄付活動
●施設での活動
●傾聴ボランティア

このページのお問い合わせは
ボランティアセンター（社会福祉協議会内）　☎33－2623

　他にもたくさんあります。
まずは身近なところから
始めてみませんか？

社会福祉協議会サービス
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地域包括支援センターのご案内
地域包括支援センターは
高齢者の総合相談窓口です
地域包括支援センターは、高齢者のみなさん
が、いつまでも住み慣れた地域で生活ができ
るよう支援するための拠点です。介護に関す
る悩みや心配ごとのほか、健康や福祉、医療
に関するさまざまな支援を行っています。

私たち専門職が連携し
て、さまざまな相談に
対応します

保健師 社会福祉士

チーム
アプローチ

地域包括支援センターが行っている主な支援

自立した生活が
できるよう
介護予防をすすめます

要支援１・２と認定された
方や、介護が必要となるお
それがある方への支援を行
います（介護予防ケアプラ
ンの作成など）。

いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、介護サービス事業者
や医療・行政機関のネットワークづくりを進めてい
ます。
また、主任ケアマネジャーが地域のケアマネジャー
の支援・指導を行い、質の高いサービス提供に努め
ます。

暮らしやすい地域づくりに取り組んでいます

介護に関する悩みなど
さまざまな相談に
応じます

介護が必要な高齢者やその
家族のために、介護に関す
る相談のほか、福祉や医療
など、さまざまな相談を受
け付けています。

高齢者のみなさんの
権利を守ります

消費者被害などへの対応、
成年後見制度の利用支援
や、高齢者の虐待防止や早
期発見・早期対応などに取
り組みます。

主任
ケアマネジャー

このページのお問い合わせは　　　地域包括支援センター　☎33－7811
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◇退院支援とは？
　高齢者の方や、介護保険の認定を受けている方が退院する際に必要な介護保険サービスをす
ぐにうけられるように、病院やケアマネジャーが協力して介護保険サービスの調整を行います。

◇退院支援を行うために
　○�介護保険サービスをご利用中の方が入院した時は、担当ケアマネジャーにすぐに連絡しま

しょう。
　○普段から「医療・介護あんしんセット」を準備しましょう。
　　（介護認定を受けている方に配布されているものです）

　○�お薬手帳は、自分の薬の情報を正確に伝える大切なものです。
　○�「医療・介護あんしんセット」は、入院の時だけでなく、病院に行くときに一緒に持って

行くととても便利です。

認知症初期集中支援チームとは？
　医療と介護の専門職員が、認知症の疑いがある方・認知症の方のご自宅を訪問し、医療機関
の受診支援など自立した生活のサポートを行い、ご本人やご家族の方に対して専門的な助言や
支援を行います。
対象になる方は？
　自宅で生活している認知症の方・認知症の疑いがある方
例えば…　・認知症の診断を受けていない、または治療を中断した方
　　　　　・認知症の症状が強く、対応に困っている方
　　　　　・必要な医療や介護サービス等を利用していない方　など

認知症は早い時期の発見、受診、治療が大事です！
　認知症は早期発見、治療をすることで進行を遅らせることができます。歳をとれば誰でも物
忘れが増えたりするものですが、認知症の場合は特に物忘れが激しくなり、「印鑑をすぐになく
す」「道に迷う」「同じ食品を買ってくる」など、日常生活に支障をきたす状態をさします。
　このようなことでお困りの方・お悩みの方は、下記までご相談ください。

医療・介護あんしんセット
　①医療保険証
　②介護保険証
　③お薬手帳
　④ケアマネジャーの名刺

このページのお問い合わせは
健康福祉課　高齢者係　☎33－7801　　　地域包括支援センター　☎33－7811

認知症の早期発見、早期対応に向け
「認知症初期集中支援チーム」について

患者さんの退院を地域で支える
県南地域における「退院支援ルール」について


	表紙2
	介護保険・福祉サービス・生活情報ガイドブック

